
今後の計画

・買上げ候補となる美術工芸品が多数存在している中、全体的にその価格や関連経費も増加傾向にあり、引き続き、設定したアウトカム指標等に基づき、
毎年評価を行いつつ、事業の遂行に取り組む。

インパクト

インプット
（資源）

アクティビティ（活動内容） 中期アウトカム
（成果目標）

短期アウトカム
（成果目標）

アウトプット（活動目標）

【国宝・重要文
化財等の買上
げ事業】
Ｒ7年度予算額

総額
1,003,476
千円

買上げ予定件
数
12件

・国による買上げが必要と
なる国宝・重要文化財等
について、買上げを行う。

・国宝・重要文化財等の
滅失・毀損や海外流出の
リスクを未然に防止す
るとともに、貴重な品々
が広く国民に公開・鑑賞
される機会を確保する。

・国による買上げが必
要となる国宝・重要文
化財等について、適切
な価格評価等が行わ
れ、執行効率を最大
化・最適化させた買上
げが実施される。

【KPI】
買上げが必要な文化
財の買上げ実施率
（R6：71.4％）

・本事業の対象となる事
案の発生自体を抑制す
る観点から、全国各地
の国宝・重要文化財等
の状況について的確に
把握を行い、所有状態
の不安定化に伴う滅失・
毀損や海外流出の発生
リスクが最小化する。

【KPI】
新たな所在不明文化財
の発生件数（R6：0件）

長期アウトカム
（成果目標）

・買上げを実施した
国宝・重要文化財等
について、国民の財
産として、広く公開・
鑑賞の機会を確保し、
日本文化ブランディ
ングを向上させる。

【KPI】
博物館等における公
開活用の実施件数
（R6：42件）

・全国各地において、国宝・重要文化財等が、所有者等により適切に維持・管理される環境を確保する。
・買上げを実施した国宝・重要文化財等の公開活用により、文化財保護制度への理解促進及び地域の活性化等につなげる。

課題

現状
・令和７年５月１日現在、我が国では約１万件の美術工芸品が国宝・重要文化財に指定されており、その約８０％が民間人・民間団体による所有
となっている。

・近年の急激な少子高齢化の進行等の中で、国宝・重要文化財の所有者による管理の維持・継続が困難となり、他者への売却等が検討される
ケースが少なからず生じているが、対応を誤ると、当該文化財の滅失・毀損や海外流出のリスクを生じさせる。

・有償譲渡が検討されている国宝・重要文化財等について、真に国による買上げが必要なものに限り、本事業による買上げを実施するととも
に、買上げを実施した美術工芸品について、国民の財産として、広く公開・鑑賞の機会を確保する。

本事業の
目的

「国宝・重要文化財等の買上げ事業」ロジックモデル （R7年度予算額：1,0０3百万円）



1

国宝 ・ 重要⽂化財等の買上げ

１．美術⼯芸品は動産であるため、所有者の経済的理由・相続等により、所在が不安定になりやすい。
２．地域の美術館・博物館の⽂化財購⼊予算が削減されることで、地元伝来の⽂化財の所在が流動化し

ている。
３．⽂化財の所在が不安定化することで、⽂化財の管理が適切に⾏われず、⽂化財の価値が損なわれる

危険性が⾼まる。
４．適切なタイミングで⽂化財の買上げを⾏わない場合、国外流出等、国⺠の財産として公開活⽤の機会

が永久的に失われる危険性が⾼まる。

現状・課題

歴史上、芸術上⼜は学術上価値が⾼い国宝、重要⽂化財及びこれらに準ずる⽂化財を国が買上げ、国⺠共通の財産と
して保存し、公開活⽤を図る。特に、管理が適切ではないもの⼜は国外流出・散逸等の恐れがあり、国において緊急に保
存を図る必要がある⽂化財について購⼊し、国⺠共通の財産として公開活⽤に資すると共に、後世に継承する。

事業内容

（担当︓⽂化庁⽂化財第⼀課）

買上件数
アウトプット（活動⽬標） 短期アウトカム（成果⽬標）

買上げた劣化やき損の恐れのある
⽂化財の修理を継続して⾏う。

令和8年度令和7年度令和6年度

12件12件12件

中期アウトカム（成果⽬標） ⻑期アウトカム（成果⽬標）

買上げした⽂化財を公開活⽤す
る美術館及び博物館の件数を増
加させる。

平成20年、「⽊造⼤⽇如来坐像」
（当時未指定）が、アメリカでオーク
ションにかけられた。⽂化庁は所有者
からの売渡の申し出がある⼀⽅、予算
の都合上購⼊を断念した。

国外流失の危険性

医学書（崇蘭館本）は、330冊
からなる医学書のまとまりであり、指定
⽂化財に準じるものとして、買上げ、
令和２年に重要⽂化財に指定。
評価額が⾼額（11億5千万円）
であったため、４年間かけて計画的に
買上げを⾏った。

計画的な買上げ

⽊造天王⽴像は、海外に設⽴され
る美術館の収集品候補となっていたと
ころ、所有者を説得して買上げ、平
成24年に重要⽂化財に指定。
現在は、東京国⽴博物館で定期
的に展⽰され、主たる展⽰品の⼀つと
して親しまれている。

国外流失を回避 ○国有⽂化財を国⽴博物館・地⽅館に
無償貸与し、広く国⺠の観覧の機会を提供。
○⽂化庁主催の「新たな国⺠のたから展」で
買上げ作品を公開。

公開・活⽤

「新たな国⺠のたから展」会場⾵景

買上げした⽂化財の８割について、
公開等により活⽤する。

1,003百万円令和7年度予算額（案）
）1,003百万円（前年度予算額



国宝・重要文化財等買取要 領 

 

                                                 昭和４６年４月１日 

                                            文化庁長官裁定 

改正 昭和４９年１２月１１日  

  昭和５０年１０月１８日  

                                                          平成２１年  ７月１３日  

                                平成２２年 ７月２９日  

                                                              平成２２年１０月２０日  

平成３０年１０月 １日  

令和 ３年１０月２１日  

（目的） 

第１条 この要領は、文化庁における国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財及びこれらに準ず

る文化財（東洋及び西洋の美術作品を含む。）（以下「文化財等」という。）の買取事務の適正

かつ円滑な実施を図ることを目的とする。 

 

（鑑査会議） 

第２条 文化庁に鑑査会議を置き、次に掲げる事項を審議する。 

 一 買取方針案の策定及び改定 

 二 買取候補文化財等の選定 

２ 鑑査会議は、各号に掲げる４部門について、それぞれ当該各号に定める委員で構成する。 

 一 美術工芸品部門 

   文化財鑑査官、文化財第一課長、文化資源活用課文化財保護調整官、独立行政法人国立文

化財機構の理事長又はこれに代わる者 

  二 有形民俗文化財部門 

   文化財鑑査官、文化財第一課長、文化資源活用課文化財保護調整官、独立行政法人国立文

化財機構の理事長又はこれに代わる者 

 三 美術作品部門 

   文化財鑑査官、参事官（芸術文化担当）、文化財第一課長、独立行政法人国立美術館の理

事長又はこれに代わる者 

 四 無形文化財資料部門 

   文化財鑑査官、文化財第一課長、文化資源活用課文化財保護調整官、独立行政法人国立美

術館の理事長又はこれに代わる者 

３ 第１項第２号に掲げる事項を審議する場合には、その都度、主任文化財調査官、文化財調査

官又は芸術文化調査官のうち買取候補文化財等に係る分野を担当する者及び独立行政法人国立

文化財機構又は独立行政法人国立美術館の職員のうち買取候補文化財等に係る分野を専門とす

る者を委員として加えるものとする。 

４ 鑑査会議には、必要に応じて臨時委員を置くことができる。 

５ 鑑査会議の委員及び臨時委員は、文化庁長官が指名し、又は委嘱する。 

６ 鑑査会議の議長は、文化財鑑査官とする。 

７ 鑑査会議は、文化庁長官がこれを召集する。 



８ 鑑査会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き議決することができない。 

９ 議事は出席委員の３分の２以上の賛成をもって決する。 

 

（買取協議員及び評価員） 

第３条 文化庁長官は、文化財等を買い取ろうとするときは、その都度、物件ごとに５人以上の

買取協議員を、学識経験者の中から委嘱して、その意見を聞くものとする。ただし、国宝及び

重要文化財については鑑査会議でそれが必要とされた場合に限る。 

２ 買取協議員は、合同して、文化財等の買取りの可否その他買取りに関する事項を調査審議し、

それぞれ買取りについての意見を、文書で、文化庁長官に報告するものとする。 

３ 文化庁長官は、文化財等を買い取ろうとするときは、その都度、評価員を委嘱して、その評

価を求めるものとする。ただし、定価のあるものを買い取る場合その他特別の事情がある場合

については、この限りでない。 

４ 評価員の数は、物件ごとに、５人以上委嘱するものとする。ただし、当該物件につき５人以

上の評価員を得難い事情があるときは、３人以上とすることができるものとする。 

５ 評価員は、個々に独立して、買い取ろうとする物件の価格評価を行い、評価の結果を、文書

で、文化庁長官に報告するものとする。 

６ 買取協議員及び評価員は、買い取ろうとする物件について利害関係のない者のうちから、選

ぶものとする。 

７ 買取協議員は、評価員を兼ねることができない。 

８ 文化庁長官は、買い取ろうとする物件に関する情報を事前に買取協議員及び評価員に提供し

ないものとする。 

 

（買取価格の決定） 

第４条 文化庁長官は、申出価格又は評価員による評価の結果を基礎として、買取価格を決定す

るものとする。 

 

（買取物件の公表） 

第５条 文化庁長官は、会計年度終了後、買い取った文化財等に関する情報を公表するものとす

る。 

 

（買取協議員及び評価員の氏名公表） 

第６条 文化庁長官は、会計年度終了後、買取協議員及び評価員の氏名を公表するものとする。 

 

（庶務） 

第７条 買取りに関する事務は、文化財第一課が文化庁の関係各課と協力して処理する。 

 

附 則 

（施行期日） 

 本要領は、令和３年１０月２１日から施行する。 

 

 



国宝・重要文化財等買取基準

昭和４９年１２月１１日

文 化 庁 長 官 裁 定

改正 昭和５０年１０月１８日

改正 平成２２年 ７月２９日

改正 平成２２年１０月２０日

文化庁において買い取る国宝、重要文化財等は、歴史上、芸術上又は学術上価値が極めて高い

国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財及びこれらに準ずる文化財（東洋及び西洋の美術作品を

含む。）で次の各号の一に該当するものとする。

１ 国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財又はこれらに準ずる文化財で国民共通の財産として

国において計画的に購入し、保存を図る必要のあるもの。

２ 文化財保護法第 46 条第１項（同法第 83 条において準用する場合を含む。）の規定により国
に対して売渡しの申出があったもののうち国において保存を図る必要のあるもの。

３ 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財で管理が適切でないもの又は散逸等のおそれのあ

るもので国において緊急に保存を図る必要のあるもの。

４ 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財に準じる文化財で海外流出及び散逸のおそれがあ

るため国において緊急に保存を図る必要のあるもの。

５ 日本の近代美術作品又は東洋若しくは西洋の美術作品のうち国において保存を図る必要のあ

るもの。

６ 重要無形文化財保持者等の作品のうち製作優秀なもので国において保存を図る必要のあるも

の。

附 則

国宝・重要文化財等買上げ要領（昭和 47年 6月 29日文化庁長官裁定）は、廃止する。



 
買取手続の流れ図 

 売渡しの申込み 

 

 受     付  国宝、重要文化財等買取基準により受付 

 

 事 前 検 討  文化庁による買取候補文化財の事前検討 

 

  買取鑑査会議  買取方針案の策定・改定、買取候補文化財等の選定 

 

 調     査  文化庁による調査、買取説明書等の作成 

                    
               買取協議員（５人以上の学識経験者） 
 買 取 協 議 会       ●物件ごとに会議場で実地に調査審議し、 

買取要否等について文書により報告      
          買取の要否を長官に報告 
 

          評価員（５人以上の専門家、経験者）   
  買 取 評 価 会  ●物件ごとに評価額を、実地検分し書面により報告 

●評価員の評価額の平均により評価額を決定 
       評価額を長官に報告 
 

  文 化 審 議 会  文化財保護法第 153 条第２項第５号により諮問、答申 
  （諮問・答申）   ・文化財保護法（抄） 

第 153 条 略 
２ 文化庁長官は、次に掲げる事項については、あらかじめ、文化審議会に諮

問しなければならない。 
                                五 国による重要文化財の買取り 
 

 申出者への通知等  国での買取意思の通知 

 

 契     約     売買契約の締結（随意契約） 
 

・会計法（抄） 
第 29 条の３第４項 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要に
より競争に付することができない場合及び競争に付することが不利と認めら
れる場合においては、政令の定めるところにより、随意契約によるものとする。 

・予算決算及び会計令（抄） 
第 102 条の４ 各省各庁の長は、契約担当官等が指名競争に付し又は随意契約に

よろうとする場合においては、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならな
い。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 

    ３ 契約の性質若しくは目的が競争を許さない場合又は緊急の必要により競争
に付することができない場合において、随意契約によろうとするとき。 

・国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（抄） 
第 13 条 各省各庁の長は、契約担当官等が特定調達契約につき随意契約によろ
うとする場合においては、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
ただし、次に掲げる場合において随意契約によろうとするときは、この限りで
ない。 
一 他の物品等をもつて代替させることができない芸術品又は特許権等の排
他的権利に係る物品等若しくは特定役務の調達をする場合において、当該調
達の相手方が特定されているとき。 

 

  公     表   購入文化財に関する情報、買取協議員・評価員の氏名を公表 

 

  調  査  等   物件の調査・点検（修理）、写真撮影 

 

  公 開 活 用 等   一定の要件を満たした全国の公私立博物館・美術館等へ無償貸付 
      ●保存に配慮しつつ、各博物館等の特色を考慮し計画的に貸し付ける 

                    ●一般に公開するとともに調査研究に供し、適正な保存を図る 

国宝及び重要文化財
は特に必要な場合 



令和5年度　文化庁購入文化財一覧

English よくある御質問 サイトマッ

サイト内検索

ホーム > 政策について > 文化財 > 国有財産の活用 > 文化庁購入文化財 > 令和5年度文化庁購入文化財一覧

（単位：円）

番
号

種別 区分 指定/認
定年月日

記号番号 名称（契約件名） 作者 制作
（製
作）年

員数 購入額

1 絵画 － － － 絹本著色出山釈迦
図（愚渓筆）

愚渓 － 1幅 138,600,000

2 彫刻 重要
文化
財

昭和15年
10月14
日指定

彫刻第
123号

木造女神坐像 － － 1軀 224,000,000

3 工芸品 重要
文化
財

昭和61年
6月6日指
定

工芸品第
2509号

鍋島色絵岩牡丹文
大皿

－ － 1枚 249,700,000

4 書跡・
典籍

重要
文化
財

昭和25年
8月29日
指定

書跡・典
籍第1403
号

紙本墨書大唐三蔵
玄奘法師表啓

－ － 1巻 88,000,000

5 書跡・
典籍

重要
文化
財

昭和44年
6月20日
指定

書跡・典
籍第2219
号

拾遺和歌集 － － 1帖 69,300,000

6 書跡・
典籍

重要
文化
財

平成16年
6月8日指
定

書跡・典
籍第2534
号

前十五番歌合 － － 1巻 100,100,000

7 書跡・
典籍

重要
文化
財

平成16年
6月8日指
定

書跡・典
籍第2535
号

四十番歌合 － － 1巻 90,200,000

8 無形文
化財
工芸技
術資料

工芸
技術
資料

－ － 木版摺更紗着物
「緑寿」

鈴田滋
人

令和4
年

1点 2,200,000
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https://www.bunka.go.jp/english/index.html
https://www.bunka.go.jp/qa/index.html
https://www.bunka.go.jp/sitemap/index.html
https://www.bunka.go.jp/bunkacho/index.html
https://www.bunka.go.jp/seisaku/index.html
https://www.bunka.go.jp/gyoji/index.html
https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/index.html
https://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/index.html
https://www.bunka.go.jp/index.html
https://www.bunka.go.jp/seisaku/index.html
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/index.html
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/kokuyuzaisan/index.html
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/kokuyuzaisan/bunkazai/index.html
https://www.bunka.go.jp/seisaku/index.html
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/index.html
https://www.bunka.go.jp/seisaku/geijutsubunka/index.html
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/index.html
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/index.html
https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokusaibunka/index.html
https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/index.html
https://www.bunka.go.jp/seisaku/shukyohojin/index.html
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bijutsukan_hakubutsukan/index.html
https://www.bunka.go.jp/seisaku/joseikin_shien/index.html
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/index.html
https://www.bunka.go.jp/seisaku/nihonhaku/index.html
https://www.bunka.go.jp/seisaku/shokubunka/index.html
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/bunkakanko/index.html
https://www.bunka.go.jp/seisaku/shokubunka_suishin/index.html


9 無形文
化財
工芸技
術資料

工芸
技術
資料

－ － 備前白泥混淆花器 隠﨑隆
一

令和3
年

1点 1,089,000

10 無形文
化財
工芸技
術資料

工芸
技術
資料

－ － 江戸小紋絽着物
「梨の切口」

小宮康
助

昭和35
年頃

1点 660,000

11 無形文
化財
工芸技
術資料

工芸
技術
資料

－ － 江戸小紋（突彫り
小紋）着尺「段違
い連子」

小宮康
正

平成3
年

1点 1,650,000

12 無形文
化財
工芸技
術資料

工芸
技術
資料

－ － 色絵雪花薄墨墨は
じき萩文鉢

十四代
今泉今
右衛門

令和元
年

1点 3,850,000

13 無形文
化財
工芸技
術資料

工芸
技術
資料

－ － 沈黒象嵌合子
「恒」

山岸一
男

平成30
年

1点 3,850,000

14 無形文
化財
工芸技
術資料

工芸
技術
資料

－ － 乾漆銀平文はちす
箱

しんた
にひと
み

令和3
年

1点 2,640,000

15 無形文
化財
工芸技
術資料

工芸
技術
資料

－ － 透網代花籠「朝
露」

河野祥
篁

令和4
年

1点 990,000

16 無形文
化財
工芸技
術資料

工芸
技術
資料

－ － 吹分盤 般若泰
樹

令和4
年

1点 1,650,000

17 アイヌ
文化
関係資
料

未指
定

－ － アイヌ文化関係民
族資料

－ － 169
点

21,014,143

18 アイヌ
文化
関係資
料

未指
定

－ － アイヌ文化関係文
書資料

－ － 5点 4,267,166

購入文化財の概要 （2MB）

PDF形式を御覧いただくためには，Adobe Readerが必要となります。
お持ちでない方は，こちらからダウンロードしてください。

ホーム > 政策について > 文化財 > 国有財産の活用 > 文化庁購入文化財 > 令和5年度文化庁購入文化財一覧

http://get.adobe.com/jp/reader/
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/kokuyuzaisan/bunkazai/pdf/94103901_01.pdf
http://get.adobe.com/jp/reader/
https://www.bunka.go.jp/seisaku/geijyutu_katsudou/index.html
https://www.bunka.go.jp/index.html
https://www.bunka.go.jp/seisaku/index.html
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/index.html
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/kokuyuzaisan/index.html
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/kokuyuzaisan/bunkazai/index.html
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